
 

 

 市民が集い「にぎわい」のあふれる公園 

 大垣城が核となり「歴史」をつなぐ公園 

 みんなが快適に利用できる「やすらぎ」に満ちた公園 

大垣公園等再整備市民構想（概要版） 

３ 新たな時代に向けた大垣公園等の再整備方針 

・みんなが「やすらぎ」を感じ、豊かなみどりとふれあえる空間の整備 

・ユニバーサルデザインを取り入れ、全ての方が安全安心で快適に利用できる憩いの空間の 

 整備 

・水都大垣として市民の誇りである水を生かした空間の整備  

・公園施設を有効活用した防災機能の充実 

⑴ 基本理念 

愛され続ける 

・中心市街地にあるという地理的利点を生かし、広場・大垣城・大垣城ホールの一体性の 

 向上によるにぎわいの創出 

・市民活動やイベント活動が活発に行える空間の整備 

・公園の持つ子育て支援機能を重視し、子どもが集い、楽しく遊べる遊戯広場・芝生広場の 

充実 

・官民連携の手法を用い、利用者満足度の高い公園の整備 

・140 年以上の歴史ある大垣公園を次世代に引き継いでいけるよう学びの環境の整備 

・大垣城の持つ歴史的価値を最大化するため、遺構の活用や歴史が感じられる公園の整備 

・大垣城の景観を守るための修景整備 

 

⑵ 基本方針 

２ 大垣公園等の概要 

１ はじめに 

    遊戯広場（敷地面積：約4,400㎡） 

    芝生広場（敷地面積：約9,600㎡） 

    城西広場（敷地面積：約3,900㎡） 

大垣城（延べ面積：580.30㎡） 

    大垣城ホール（延べ面積：5,510.36㎡） 

 

専用駐車場（大垣城ホール：29台） 

    市営駐車場（1か所：251台） 

    民間駐車場【時間貸し】（8か所：99台） 

大垣公園は、わが国で初めて公園制度が設け

られた明治初期の太政官布達 ※に基づき開設し

た、県内に4か所しかない歴史ある太政官布達

公園の一つで、古くから大垣城を中心に多くの

市民に親しまれてきました。 

公園等の再整備については、中心市街地にお

ける市のシンボルパークとして、子育て世代か

ら高齢者まで、誰もが利用できる公園として次

世代へ受け継いでいく必要性を考慮し、基本理

念、基本方針について、右記のとおり提案しま

す。 

大垣市民にとって最も大切な場所の一つ

である、大垣公園及びその周辺等公共施設

（以下、「公園等」という。）の再整備にあた

り、将来に向けて公園等に求められるあるべ

き姿や機能について令和4年10月より議論を

重ね、検討してまいりました。 

 その検討結果を都市公園制度制定150周年

の節目に「大垣公園等再整備市民構想」とし

て、公園等のあるべき将来像をとりまとめま

した。 
 

大垣公園区域 

『100 年先も

大垣のシンボルパーク』 

Ｎ 

大垣公園区域 

※ 太政官布達とは、明治政府初期の法令形式のこと。 
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歴史 

やすらぎ にぎわい 


